
（平成２４年４月１８日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 16 件

国民年金関係 4 件

厚生年金関係 12 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 18 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 17 件

年金記録確認神奈川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 

  

神奈川国民年金 事案 6662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46年 11月から 47年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年 11月から 47年３月まで 

    私は、父親が経営する個人事務所に就職したが、その父親が、私の国民

年金の加入手続を行ってくれたはずである。 

    加入手続後の国民年金保険料については、昭和 47 年４月から私が納付し

てきたが、２年ほど納付した頃に納付していなかった期間（44 年６月から

47 年３月まで）の保険料について一括納付することができると聞いたので、

役所に行き、納付書を作成してもらい、銀行で納付した。 

    私は、申立期間の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいか

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年６月から 47 年３月までの納付期間が記載された第２

回特例納付によるものと考えられる領収証書を所持していることから、同制

度を利用して、申立期間を含む、過去の未納とされていた期間を解消しよう

としていたことは明らかである。 

   また、申立人は、申立期間以外の国民年金保険料を全て納付している上、

付加保険料を納付している期間のみならず、前納制度及び口座振替制度を利

用して納付している期間もあるなど、保険料の納付意識が高かったことがう

かがわれ、そのような申立人が、５か月と短期間である申立期間の保険料も

納付していたと考えても不自然ではない。 

   さらに、上記の領収証書によると、記載されている金額は、実際に上記の

納付期間の国民年金保険料を納付した場合の金額とは異なっていることが確

認できる上、特殊台帳によると、同納付期間のうち、昭和 46 年 11 月及び同



 

  

年 12 月については、保険料が第２回特例納付により納付されたことを示す

「附 18 条」の印が押された上で、その部分を黒塗りで消去した形跡が見受け

られるなど、行政側の事務処理に誤りなどがあったものと認められる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6663 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年５月から 50年３月まで 

             ② 昭和 54年１月から同年３月まで 

    私は、20 歳になるに当たり、両親と、「国民年金に加入しなくてはなら

ない。今から老後についてしっかり考える。」という話合いをした上で、

昭和 47 年５月頃に母親と一緒に市役所で加入手続を行い、国民年金保険料

については、結婚前は私か母親が、結婚後は私が夫の奨学金の返済と併せ

て納付していた。申立期間①及び②について、未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②について、申立人は、結婚後も国民年金に任意加入し、申立

期間②の前後の期間の国民年金保険料が納付済みとなっていることなどか

ら、申立人の国民年金に対する関心及び保険料の納付意識が高かったと認

められ、途中の申立期間②のみ保険料が未納とされているのは不自然であ

る上、申立期間②は３か月と短期間である。 

    また、申立人は、「申立期間②の途中に住所変更を行ったが、住所の変

更手続を行った上で、国民年金保険料を納付していた。」と述べていると

ころ、申立人が所持する年金手帳には住所変更を示す内容が記載されてお

り、申立人が住所変更の手続を適切に行っていることが確認できる。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、昭和 47 年５月頃に母親と一緒に

市役所で国民年金の加入手続を行い、郵便局で保険料を納付していたと述

べているものの、申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付与され



 

  

た任意加入被保険者の被保険者資格取得時期から、申立人の国民年金の加

入手続は、50 年４月頃に行われたと推認でき、加入手続時期についての申

立人の主張と符合しない。 

    また、申立人の国民年金の加入手続が行われたと推認される昭和 50 年４

月の時点において、申立期間①のうち、47 年５月から同年 12 月までの国

民年金保険料は時効により納付することはできず、申立人が当該期間の保

険料を納付するためには、別の国民年金手帳記号番号が払い出されている

ことが必要であるが、申立期間①の前後を通じて、同一市内に居住してい

た申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事

情は見当たらず、その形跡も無い。 

    さらに、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成６年４月及び同年５月の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年４月から 61年 12月まで 

             ② 昭和 63年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 63年６月 

             ④ 昭和 63年 10月から同年 12月まで 

             ⑤ 平成６年４月及び同年５月 

    私は、両親に勧められて、大学を卒業して数箇月後に、私自身がＡ区役

所で国民年金の加入手続を行った。 

    国民年金保険料の納付について、保険料額は覚えていないが、昭和 56 年

４月分から私がＡ区役所で毎月納付した。 

    平成６年５月に、結婚し、Ｂ市Ｃ区に転居後、夫が海外に赴任予定だっ

たため、すぐに年金に係る手続を行い、国民年金保険料を集金人に納付し

たが、納付記録は１か月となっており、同年４月及び同年５月の２か月分

が未納とされている。 

    申立期間①から⑤までの国民年金保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間⑤について、申立人のオンライン記録によると、申立期間⑤直

前の平成６年３月の国民年金保険料は現年度納付により納付済みとなって

いたにもかかわらず、同年同月分の過年度納付書が発行されている上、申

立人は、当該納付書により保険料を納付していたことが還付記録から確認

でき、当時、行政側の事務処理が適切に行われていなかった可能性がうか

がえる。 



 

  

    また、申立人は、平成６年５月に結婚し、Ｂ市Ｃ区に転居後、夫が海外

に赴任予定だったため、すぐに年金に係る手続を行い、国民年金保険料を集

金人に納付したと述べているところ、申立期間⑤直後の同年６月の保険料は

現年度納付されており、申立期間⑤は２か月と短期間であることを踏まえれ

ば当該期間の保険料を納付していたと考えるのが自然である。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人は、両親に勧められて、大学を卒業

して数箇月後に、申立人がＡ区役所で国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料の納付について、保険料額は覚えていないが、昭和 56 年４月分か

ら申立人がＡ区役所で毎月納付したと主張しているが、申立人の国民年金

手帳記号番号の前後の番号が付与された被保険者の被保険者資格記録から、

申立人の国民年金の加入手続時期は、平成元年２月から同年３月までの間

と推認でき、申立内容と一致しない。 

    また、申立人が、国民年金の加入手続を行ったと推認される平成元年２

月から同年３月までの時点において、申立期間①は時効により国民年金保

険料を納付することができない期間であり、申立期間①の保険料を納付す

るためには別の国民年金手帳記号番号が払い出されている必要があるが、

申立人は、申立期間の始期から手帳記号番号の払出時期を通じて、同一区

内に居住しており、別の手帳記号番号が払い出されるとは考え難く、その

形跡も見当たらない。 

    さらに、申立期間②、③及び④について、申立人は、申立期間①同様、

国民年金保険料をＡ区役所で毎月納付したと主張しているが、オンライン

記録によると申立期間②及び③の保険料は、過年度納付書により納付した

ものの「時効期間納付」を理由に過誤納となり、申立期間②の保険料につ

いては、平成２年６月に、昭和 63 年４月及び同年５月の保険料に充当され、

申立期間③の保険料については、平成２年 12 月に、申立期間④直前の昭和

63 年９月の保険料に充当されていることが確認できることから、それぞれ

納付済みとはならなかったものと考えられる上、申立人が保険料をＡ区役

所で毎月納付したとする申立内容と一致しない。 

    加えて、申立人が申立期間①、②、③及び④の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成６年４月及び同年５月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 

  

神奈川国民年金 事案 6665 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 49 年９月から 50 年３月までの期間及び平成元年１月の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年９月から 50年３月まで 

             ② 平成元年１月 

    私は、昭和 49 年９月にそれまで勤務していた会社を退職し、時期は定か

ではないが、区役所に出向き、国民年金の加入手続を行った。加入手続を

行って以降の国民年金保険料は数箇月に一度、自宅で集金人に納付してい

たが、53 年４月頃から口座振替で保険料を納付していた。送られた時期や、

金額については覚えていないが、自宅に納付書が送られてきたので、納付

書で納付した記憶がある。 

    また、昭和 63 年９月にそれまで勤務していた会社を退職し、国民年金の

加入手続を行った。加入手続を行ったと同時に国民年金保険料の口座振替

の手続を行ったが、口座振替ができなかった期間の保険料は、送られてき

た納付書で納付した。 

    行政機関などから送られてきた納付書は、納付しなくてはいけないもの

だと思っていたので、納付書が自宅に送られてきていたのなら、必ず国民

年金保険料は納付しているはずで、申立期間①及び②の保険料が未納とさ

れていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 49 年９月にそれまで勤務していた会社を退職し、国民年金

の加入手続を行ったと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号

の前後の番号が付番された任意加入被保険者の被保険者資格取得時期から、

申立人は 50 年６月に国民年金の加入手続を行ったと推認でき、その時点で申

立期間①の国民年金保険料を過年度納付することが可能な期間である。 



 

  

   また、申立人は、自宅に送られてきた納付書で国民年金保険料を納付した

と述べているところ、国民年金被保険者台帳（特殊台帳）には、昭和 49 年度

摘要欄に「納発」の印が押されていることから、過年度保険料の納付書が発

行されたことが確認できる上、申立期間①直後の昭和 50 年４月から同年７月

までの期間について、管轄市役所の国民年金被保険者名簿には納付記録が無

く、国民年金被保険者台帳（特殊台帳）には８か月分の納付が進達された後、

12 か月分の納付に訂正されている上、過年度納付を示す「現」と「11」のゴ

ム印が押されていることから、申立期間①の保険料は過年度納付されたと考

えるのが自然である。 

   さらに、申立期間②について、申立人は、昭和 63 年９月 26 日に厚生年金

保険被保険者資格を喪失した後、国民年金の加入手続を行った時に、国民年

金保険料の口座振替の手続を行い、口座振替ができなかった期間の保険料は、

送られてきた納付書で納付したと述べているところ、管轄市役所が管理する

国民年金被保険者名簿により、同年９月及び同年 10 月の保険料は納付済みと

なっている上、平成元年２月以降の保険料は口座振替により納付されている

ことが確認でき、申立人の主張と一致する。 

   加えて、申立人は、申立期間①及び②を除き国民年金保険料を全て納付し

ている上、保険料を口座振替により納付している期間も確認できることから、

保険料の納付意欲は高かったものと認められる上、申立期間①及び②は、そ

れぞれ７か月及び１か月と短期間であり、申立人が、申立期間①及び②の保

険料を納付していたと考えても特段不合理な点は認められない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7652 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 36 年７月７日から同年９月１日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ

社）における資格喪失日に係る記録を同年９月１日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額を３万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   申立期間のうち、昭和 61 年６月１日から同年８月１日までの期間につ

いて、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認められることから、申立人の当該

期間の標準報酬月額に係る記録を 15 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を

納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年７月７日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 43 年４月 29 日から同年５月１日まで 

             ③ 昭和 46 年２月 27 日から同年４月１日まで 

             ④ 昭和 58 年９月 30 日から同年 10 月１日まで 

             ⑤ 昭和 61 年６月１日から同年８月１日まで 

             ⑥ 昭和 61 年８月 21 日から同年９月１日まで 

    申立期間①について、夫は、昭和 23 年３月 16 日から 41 年１月に退

職するまで、Ａ社及び同社の関連会社に継続して勤務していた。 

    しかし、厚生年金保険の記録では、Ａ社からＣ社に転勤した際の当該

期間が被保険者となっていない。 

    申立期間②について、昭和 43 年４月 30 日までＣ社（Ｄ健康保険組合

によると、Ｃ社は、42 年８月１日に名称変更によりＥ社となってい



                      

  

る。）に勤務していたにもかかわらず、資格喪失日が同年４月 29 日と

なっており、当該期間が被保険者期間となっていない。 

    申立期間③について、昭和 46 年３月 31 日までＦ社に勤務していたに

もかかわらず、資格喪失日が同年２月 27 日となっており、当該期間が

被保険者期間になっていない。 

    申立期間④について、昭和 58 年９月 30 日までＧ社に勤務していたに

もかかわらず、資格喪失日が同年９月 30 日となっており、当該期間が

被保険者期間となっていない。 

    申立期間⑤について、厚生年金保険の記録によると、当該期間の標準

報酬月額は 12 万 6,000 円になっているが、家計簿に記載された給与額

及び厚生年金保険料額は、15 万円の標準報酬月額に相当すると思われ

る。 

    申立期間⑥について、昭和 61 年８月 31 日までＨ社に勤務していたに

もかかわらず、資格喪失日が同年８月 21 日となっており、当該期間が

被保険者となっていない。 

    調査の上、申立期間①から⑥までについて、厚生年金保険の記録を訂

正してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、複数の同僚の供述、Ｄ健康保険組合から提出さ

れた健康保険の記録及び雇用保険の記録から判断すると、申立人は申立

てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ａ社からＣ社に異動）、当該

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

    なお、異動日については、申立人は、当該期間においてＡ社が加入し

ていたＤ健康保険組合の被保険者となっていることから、昭和 36 年９

月１日とすることが妥当である。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭

和 36 年６月の社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000 円とす

ることが妥当である。 

    なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主は、当時の資料が無いため不明であるとし

ており、このほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事



                      

  

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 

  ２ 申立期間⑤について、オンライン記録によると、申立人の当該期間に

おける標準報酬月額は 12 万 6,000 円と記録されているところ、申立人

の妻が提出した家計簿において、当該期間に係る昭和 61 年６月分及び

同年７月分の給与の報酬月額及び厚生年金保険料の控除額に見合う標準

報酬月額は 15 万円であることが確認できる。 

    また、上記の家計簿に記載された厚生年金保険料控除額に見合う標準

報酬月額は、当該期間以外の期間においてもオンライン記録の標準報酬

月額と一致していることから、家計簿に記載された厚生年金保険料控除

額は信 憑
ぴょう

性が高いものと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間において、標準報

酬月額 15 万円に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたものと認められる。 

    なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、事業主から回答を得ることはできず、このほかに

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して

行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 

 

  ３ 一方、申立期間②について、複数の同僚が申立人を記憶していたもの

の、申立人のＥ社における離職日を記憶している者はおらず、申立人の

当該期間における勤務実態をうかがうことができない。 

    また、Ｅ社から提出された厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書

及び健康保険被保険者資格喪失確認通知書によると、申立人の同社にお

ける被保険者資格喪失日は昭和 43 年４月 29 日となっており、オンライ

ン記録と一致している。 

    さらに、Ｄ健康保険組合における申立人の資格喪失日は昭和 43 年４

月 29 日となっており、オンライン記録と一致している。 

 

  ４ 申立期間③について、複数の同僚が申立人を記憶していたものの、申

立人のＦ社における離職日を記憶している者はおらず、申立人の当該期

間における勤務実態をうかがうことはできない。 

    また、Ｆ社は、「当時の人事記録及び給与関係書類は保存していな



                      

  

い。」と回答しており、勤務実態及び厚生年金保険料の控除を確認する

ことができない。 

 

  ５ 申立期間④について、複数の同僚が申立人は昭和 58 年９月 30 日まで

Ｇ社に勤務していたと供述しているものの、申立人の妻が提出した家計

簿において、申立人は、当該期間の前に退職した旨の記載が確認できる。 

    また、上記の家計簿において、昭和 58 年９月分給与から厚生年金保

険料が控除されたことが確認できるものの、当該保険料は同年８月の保

険料であり、当該期間に係る厚生年金保険料が控除されていた旨の記載

は無い。 

    さらに、Ｇ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

当時の事業主も既に死亡していることから、申立人の勤務実態及び厚生

年金保険料の控除を確認することができない。 

 

  ６ 申立期間⑥について、Ｈ社における厚生年金保険の被保険者は、申立

人と事業主の２名であり、当該事業主に照会したものの、回答を得るこ

とができず、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険料の

控除を確認することができない。 

    また、申立人の妻が提出した家計簿において、昭和 61 年８月分給与

から厚生年金保険料が控除されたことが確認できるものの、当該保険料

は同年７月の保険料であり、当該期間に係る厚生年金保険料が控除され

ていた旨の記載は無い。 

 

  ７ このほか、申立人の申立期間②から④まで及び⑥における厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②から④まで

及び⑥に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7653 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係

る記録を平成５年３月 26 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 36 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年３月 26 日から同年４月１日まで 

    厚生年金保険の記録では、申立期間の記録が欠落しているが、私は、

申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険にも加入していた

はずである。 

    当時、事業所の経営母体がＡ社からＢ社に変わったが、事業所は継続

して営業していたし、仕事内容等が変わることは無かった。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人と同様にＡ社及びＢ社において被保険者記録のある同僚は、「店

舗の経営母体がＡ社からＢ社に変わった際も、従業員は継続して雇用され

ており、申立人も申立期間において同社に勤務していた。」と供述してい

るところ、当該同僚が所持する給与明細書及び預金通帳から、申立期間に

係る厚生年金保険料が事業主により控除されていたことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社からＢ社に継続して勤務

し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社における平成

５年４月のオンライン記録から、36 万円とすることが妥当である。 



                      

  

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料の納付義務を履行したか否

かについて、事業主は不明としているが、社会保険事務所（当時）におけ

るＢ社の資格取得日が雇用保険の資格取得日と同日となっており、社会保

険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って同じ資格取得日を記録したと

は考え難いことから、事業主が、平成５年４月１日を厚生年金保険の資格

取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申

立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7654 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得

日に係る記録を昭和 43 年 10 月 18 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を２万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年 10 月 18 日から同年 11 月１日まで 

    私は、昭和 43 年４月１日にＡ社に入社し、同社Ｃ工場で６か月間の

研修後、同社Ｄ出張所（厚生年金保険の適用事業所は、同社Ｂ工場。以

下同じ。）に異動になり、その後、同社Ｅ出張所に勤務した。 

    厚生年金保険の記録によると、申立期間の被保険者記録が無いが、Ａ

社に継続して勤務しており、厚生年金保険料も毎月給与から控除されて

いた。 

    給与明細書及び賃金計算書を提出するので、申立期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された申立人に係る従業員名簿（人事記録）、申立人から

提出された給与明細書及び賃金計算書並びに雇用保険の加入記録から判断

すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（同社Ｃ工場から同社Ｄ出張所

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   なお、異動日については、申立人が、「同時期にＡ社Ｃ工場から同社Ｄ

出張所に異動になった。」として挙げた同僚の資格喪失日が、申立人と同

様、昭和 43 年 10 月 18 日となっていること、及び同年 10 月分の給与明細

書が同社Ｃ工場で発行したものと考えられることから、同年 10 月 18 日と



                      

  

することが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及

び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は

決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立期間の標準報酬月額については、賃金計算書において

確認できる報酬月額から、２万 6,000 円とすることが妥当である。 

   また、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7655（事案 6819 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人に係る標準報酬月額の記録について、申立期間のうち、昭和 40

年６月から同年８月までは４万 5,000 円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく船員保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく船員保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   申立人に係る標準報酬月額の記録について、申立期間のうち、昭和 45

年 10 月、同年 11 月、46 年１月及び同年３月は 12 万 6,000 円に訂正する

ことが必要である。 

   なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく船

員保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく船員保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年６月 10 日から同年９月 17 日まで 

             ② 昭和 40 年９月 17 日から 41 年２月１日まで 

             ③ 昭和 45 年 10 月１日から 46 年４月１日まで 

    私は、昭和 40 年９月 17 日から 58 年８月９日までの期間、Ａ社（現

在は、Ｂ社）で船員として勤務していた。申立期間②及び③の船員保険

の標準報酬月額が低く記録されている。当該期間の標準報酬月額の記録

を訂正してほしいと申し立てたが、「当該期間について、標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。」との回答であった。しか

し、当初の判断後、申立期間①として、Ｃ社に籍をおいてＡ社所属の船

舶に融通船員として乗船した期間と、当初に申し立てた申立期間②及び

③に係る給与支給明細書が新たに見付かったので、申立期間の標準報酬

月額の訂正を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間②及び③について、Ｂ社が保管する申立人に係る船員保険被保



                      

  

険者台帳において確認できる標準報酬月額は、Ａ社に係る船員保険被保険

者名簿の記録及びオンライン記録と一致している。 

   このほか、申立人が申立期間②及び③において、その主張する標準報酬

月額に見合う船員保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立期間②及び③について、申立人がそ

の主張する標準報酬月額に見合う船員保険料を事業主により給与から控除

されていたことを認めることはできないとして、既に当委員会の決定に基

づく平成 23 年９月７日付け年金記録の訂正は必要でないとする通知が行

われている。 

   しかしながら、今回、申立人は、当初の決定後に申立期間②及び③に係

る給与支給明細書が見付かったとして、再度、調査審議してほしいと申し

立てている。 

   申立期間③について、申立人は、当該期間の標準報酬月額の相違につい

て申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等

に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記

録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の

範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

   したがって、申立人に係る当該期間の標準報酬月額については、申立人

が所持する給与支給明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額

から、当該期間のうち、昭和 45 年 10 月、同年 11 月、46 年１月及び同年

３月は 12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る船員保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明としているが、申立期間のうち、昭和 45 年 10 月、同年

11 月、46 年１月及び同年３月について、事業主が作成した申立人に係る

船員保険被保険者名簿の記録から、オンライン記録どおりの届出を行った

ことを認めており、その結果、社会保険事務所（当時）は、給与支給明細

書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額に

基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間②について、昭和 40 年９月から 41 年１月までの給与支

給明細書により、総支給額及び船員保険料控除額に基づく標準報酬月額は、

社会保険事務所に届けられた標準報酬月額と同額であり、申立人が主張す

る標準報酬月額に見合う保険料控除は行われていないことが確認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人の提出した当該期間に係る給与支給明細書は委員会の当初の決定を



                      

  

変更すべき新たな事情とは認められず、申立人が当該期間について、その

主張する標準報酬月額に基づく船員保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを認めることはできない。 

   また、申立期間③のうち、昭和 45 年 12 月及び 46 年２月は、オンライ

ン記録における標準報酬月額は、給与支給明細書において確認できる保険

料控除額に見合う標準報酬月額より低額であるものの、給与支給明細書に

おいて確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額と同額であることから、

申立人の提出した当該期間に係る給与支給明細書は委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情とは認められず、申立人の当該期間における標準報

酬月額については、訂正する必要は認められない。 

   申立期間①について、今回、申立人は、新たに当該期間についても標準

報酬月額の相違を申し立てているところ、申立人が所持する昭和 40 年６

月分から同年８月分までに係る給与支給明細書から、総支給額及び船員保

険料控除額に見合う標準報酬月額は、共にオンライン記録を上回っている

ことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①において、その主

張する標準報酬月額に基づく船員保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間①の標準報酬月額については、上記の給与支給明細書か

ら判断すると、４万 5,000 円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る船員保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は不明と回答しており、このほかに確認できる関連資料及び周

辺事情が無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの報酬月額の届出を社会保険事務所に対して行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらない

ことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7656 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における厚生年金保険被

保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 59 年２月１日に訂正し、申立期間

の標準報酬月額を 41 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年１月 30 日から同年２月１日まで 

    夫は、昭和 53 年７月から 60 年２月までＡ社に継続して勤務していた

が、59 年１月 30 日に同社本社から同社Ｂ支店に異動した期間の被保険

者記録が無いことが分かった。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社から提出された従業員名簿から判断すると、申立人が申立期間にお

いて同社に継続して勤務し（同社本社から同社Ｂ支店に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

   なお、異動日については、事業主は、Ａ社の転勤における厚生年金保険

の被保険者資格の喪失日及び取得日は、通常１日付けであると回答してい

ること、及び複数の同僚の同社本社と同社Ｂ支店間の異動時の厚生年金保

険の被保険者資格の喪失及び取得に係る記録が１日付けであることから、

昭和 59 年２月１日とすることが妥当である。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

58 年 12 月の社会保険事務所（当時）の記録から、41 万円とすることが妥



                      

  

当である。 

   なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7657 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 15 年 12 月８日、17 年 12 月４日、18

年 12 月 15 日及び 19 年 12 月 15 日について、その主張する標準賞与額に

基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、31 万 6,000 円に

訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15 年 12 月８日 

             ② 平成 16 年 12 月４日 

             ③ 平成 17 年 12 月４日 

             ④ 平成 18 年 12 月 15 日 

             ⑤ 平成 19 年 12 月 15 日 

             ⑥ 平成 20 年 12 月 10 日 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保険者記録のうち、

申立期間①から⑥までに係る標準賞与額の記録が無い。 

    調査の上、申立期間に係る厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び③から⑤までについて、申立人から提出された当該期

間に係る賞与明細書並びにＢ社から提出された申立期間③から⑤までに

係る給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿及び同社の回答によ

り、申立人は、当該期間においてＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与

に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき、標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及



                      

  

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保

険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であ

ることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定すること

になる。 

   したがって、申立期間①及び③から⑤までに係る標準賞与額について

は、賞与明細書及び給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿にお

いて確認できる賞与支給額から、それぞれ 31 万 6,000 円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料の事業主

による納付義務の履行については、事業主は、申立期間①及び③から⑤

までに係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を社会保険事務所

（当時）に対して提出おらず、当該期間の標準賞与額に係る厚生年金保

険料についても納付していないことを認めていることから、社会保険事

務所は、申立人に係る当該期間の保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

   一方、申立期間②及び⑥について、申立人から提出された賞与明細書

では、当該期間に係る賞与が支払われていたことは確認できるが、当該

賞与に見合う標準賞与額に基づく厚生年金保険料が控除されていたこと

を確認することができない。 

   また、Ｂ社は、「社内調査の結果から判断すると、申立人の申立期間

②及び⑥に係る賞与からは、所得税のみを控除し、厚生年金保険料は控

除していないと思われる。また、当該期間に係る厚生年金保険料を、申

立人のほかの月に係る給与及び賞与から控除した事実は確認できなかっ

た。」と回答している。 

   このほか、申立期間②及び⑥について、申立人が主張する標準賞与額

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことを

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立期間②及び⑥について、申立人が主張する標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7658 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 35 年 12 月 20 日から 36 年１月１日までの期間に

ついて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）

における資格取得日に係る記録を 35 年 12 月 20 日に訂正し、当該期間の

標準報酬月額を１万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る昭和 35 年 12 月の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

   申立期間のうち、昭和 45 年 12 月 30 日から 46 年１月１日までの期間に

ついて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、申立人のＣ社（現在は、Ｄ社）

における資格喪失日に係る記録を同年１月１日に訂正し、当該期間の標準

報酬月額を６万 4,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る昭和 45 年 12 月の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   申立期間のうち、昭和 47 年４月１日から同年５月１日までの期間につ

いて、申立人は、その主張する標準報酬月額（８万 6,000 円）に基づく厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、Ｅ社における当該期間の標準報酬月額に係る記録を８万 6,000 円

に訂正することが必要である。 

   申立期間のうち、昭和 47 年５月 28 日から同年６月１日までの期間につ

いて、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＥ社における資格喪失日

に係る記録を同年６月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を８万

6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る昭和 47 年４月（訂正前の標準報酬月額に

基づく厚生年金保険料を除く。）及び同年５月の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住 所 ：  

 



                      

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年 12 月 20 日から 36 年１月１日まで 

             ② 昭和 45 年 12 月 30 日から 46 年１月１日まで 

             ③ 昭和 47 年４月１日から同年５月１日まで 

             ④ 昭和 47 年５月 28 日から同年６月１日まで 

    申立期間①について、昭和 35 年３月から 37 年６月まで継続してＦ社

及びＡ社に勤務していたが、35 年 12 月にＦ社からＡ社へ転勤した際の

資格喪失日が同年 12 月 20 日、転勤先での資格取得日が 36 年１月１日

になっている。 

    申立期間②について、Ｃ社に昭和 45 年 12 月 31 日まで勤務していた

が、同社での資格喪失日が同年 12 月 30 日になっている。 

    申立期間③について、Ｅ社の給与明細書によると、昭和 47 年４月か

ら８万 5,000 円に昇給しているが、申立期間の標準報酬月額が入社時と

変わらず８万円となっている。 

    申立期間④について、Ｅ社に昭和 47 年５月 31 日まで勤務していたが、

同社での資格喪失日が同年５月 28 日になっている。 

    申立期間①から④までの厚生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、当時のＦ社の社会保険担当者は、「申立人は当該

期間に継続して勤務していた。」と供述している。 

   また、オンライン記録及び事業所別被保険者名簿によると、34 名（う

ち１名は記録訂正済）の同僚が申立人と同様の記録となっているものの、

このうち７名が「継続して勤務していたにもかかわらず、申立人と同様に

記録が欠落している。給与から毎月保険料が控除されていた。」と回答し

ている。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立てに係るグループ会社に

継続して勤務し（Ｆ社からＡ社に異動）、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、上記の担当者は、「給与計算の締め日に当たる昭和 35 年 12 月

20 日付けで資格喪失の届出を行い、同年 12 月の保険料は異動先のＡ社で

納付してもらうことを想定していたが、両社間の異動に伴う事務引継ぎが

適切に行われていなかった。」との供述をしていることから、申立人の同

社における資格取得日に係る記録を 35 年 12 月 20 日に訂正することが必

要である。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

36 年１月の社会保険事務所（当時）の記録から、１万 4,000 円とするこ

とが妥当である。 



                      

  

   なお、当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、事業主は不明としているが、申立人と同日に異動した 34 名全

員について、同様の被保険者期間の欠落が生じていたことから、事業主が

オンライン記録どおりの取得日を届け、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る昭和 35 年 12 月の保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

   申立期間②について、オンライン記録によると、申立人は、Ｃ社におい

て昭和 45 年 12 月 30 日に資格喪失している。 

   しかしながら、申立人から提出された昭和 45 年 12 月分の給与明細書に

は欠勤控除された記載が無いことから、申立人は、当該期間においてＣ社

に勤務していたことが認められる。 

   また、複数の同僚が「Ｃ社は、厚生年金保険料を当月控除していた。」

と供述している上、申立人が同社で被保険者資格を取得した昭和 38 年５

月分の給与明細書には、オンライン記録の標準報酬月額に見合う保険料が

控除されていることから、同社における厚生年金保険料は当月控除であっ

たと認められるところ、45 年 12 月分の給与明細書から、厚生年金保険料

が控除されていたことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間の厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額

及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であるこ

とから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

   したがって、申立人の当該期間の標準報酬月額については、昭和 45 年

12 月分の給与明細書の支給合計額から、６万 4,000 円とすることが妥当

である。 

   なお、申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行

については、Ｃ社はＤ社に合併されている上、当時の事業主は死亡してい

ることから証言を得ることができず、このほかにこれを確認できる関連資

料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格喪失日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が無いことから、行ったとは認められない。 

   申立期間③について、オンライン記録によると、申立人の昭和 47 年４



                      

  

月の標準報酬月額は８万円とされている。 

   しかしながら、申立人がＥ社で被保険者資格を取得した昭和 46 年３月

分の給与明細書には、オンライン記録の標準報酬月額に見合う保険料が控

除されていることから、同社における厚生年金保険料は、当月控除であっ

たと認められるところ、47 年４月分の給与明細書において、標準報酬月

額８万 6,000 円に見合う厚生年金保険料を控除されていることが確認でき

る。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、その主張する標準報酬月額

（８万 6,000 円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

   申立期間④について、オンライン記録によると、申立人のＥ社における

資格喪失日は昭和 47 年５月 28 日となっている。 

   しかしながら、申立人から提出された昭和 47 年５月分の給与明細書に

は欠勤控除された記載が無いことから、申立人は、当該期間においてＥ社

に勤務していたことが認められる。 

   また、上記のとおり、Ｅ社における厚生年金保険料は当月控除であった

と認められるところ、昭和 47 年５月分の給与明細書から、厚生年金保険

料が控除されていたことが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

   なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 47 年５月分の給与明

細書の支給合計額及び厚生年金保険料控除額から、８万 6,000 円とするこ

とが妥当である。 

   なお、申立期間③及び④に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、Ｅ社は既に解散している上、当時の事業主は死亡して

いることから証言を得ることができず、このほかにこれを確認できる関連

資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの標準報酬月額及び被保険者資格喪失日に係る届出を

社会保険事務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連

資料及び周辺事情が無いことから、行ったとは認められない。 

 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7659 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成６年３月 31 日から同年４月 20 日までの期間につ

いて、申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は、同年

４月 20 日であると認められることから、当該期間の資格喪失日に係る記

録を同年４月 20 日に訂正することが必要である。 

   なお、申立人の当該期間の標準報酬月額については 47 万円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年３月 31 日から同年５月 16 日まで 

    私は、昭和 63 年４月から平成６年５月までＡ社に継続して勤務して

いた。 

    しかし、厚生年金保険の記録では、平成６年３月 31 日に被保険者資

格を喪失している。調査の上、申立期間の厚生年金保険の被保険者記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、平成６年３月 31 日から同年４月 20 日までの期間につ

いて、申立人から提出された給与明細書、雇用保険の記録及び同僚の証言

から、申立人が当該期間において、Ａ社に継続して勤務していたことが確

認できる。 

   また、オンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくな

った日である平成６年３月 31 日（23 年１月６日付けで６年４月 20 日に

変更されている。）より後の６年４月 20 日付けで、同僚４人の標準報酬

月額が４年５月又は同年 10 月に遡及して訂正されているとともに、申立

人を含む同僚 23 人について資格喪失日を６年３月 31 日とする処理が行わ

れていることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）が、かかる処理

を行う合理的な理由は無く、申立人が、平成６年３月 31 日に厚生年金保



                      

  

険被保険者資格を喪失した記録は有効なものとは認められないことから、

申立人の資格喪失日は当該喪失した旨の処理を行った同年４月 20 日であ

ると認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、当該喪失処理前の記録から、

47 万円とすることが妥当である。 

   申立期間のうち、平成６年４月 20 日から同年５月 16 日までの期間につ

いて、雇用保険の記録及び同僚の証言から、申立人がＡ社に勤務していた

ことは認められる。 

   しかしながら、申立人が所持している給与明細書により、平成６年４月

の厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていないことが確認で

きる。 

   このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7660 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 51 年４月 21 日に厚生年金保険被保険者資格を

喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ

ることから、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50 年４月から同年６

月までは９万 8,000 円、同年７月から 51 年３月までは 15 万円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年４月 21 日から 51 年４月 21 日まで 

    私は、昭和 48 年８月６日にＡ社に入社し、51 年４月 21 日に系列の

Ｂ社に異動後、55 年６月３日まで同社に継続して勤務していたにもか

かわらず、申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無い。厚生年金保険

料の控除を証明する給与明細書等は残っていないが、申立期間を厚生年

金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   企業年金連合会が保管する申立人の厚生年金基金加入員台帳及び中脱記

録照会（回答）並びに雇用保険の被保険者記録から判断すると、申立人が

Ａ社に継続して勤務し（昭和 51 年４月 21 日にＡ社からＢ社に異動）、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

   また、上述の厚生年金基金加入員台帳及び中脱記録照会（回答）による

と、申立人が昭和 51 年４月 21 日にＡ社に係る同基金加入員資格を喪失し、

同日にＢ社に係る同資格を取得したことが確認でき、基金加入期間に欠落

は無い。 

   さらに、Ｃ厚生年金基金は、「申立期間当時も現在と同様に複写式の届

出書を使用している。」と回答している。 



                      

  

   加えて、Ａ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、被保険者

資格の喪失日は昭和 50 年４月 21 日となっているものの、同年７月に標準

報酬月額を 15 万円とする随時改定の記録が確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 51 年４月 21 日

にＡ社における厚生年金保険被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険

事務所に行ったことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿から、昭

和 50 年４月から同年６月までは９万 8,000 円、同年７月から 51 年３月ま

では 15 万円とすることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7661 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報

酬月額を２万円に訂正することが必要である。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年３月 26 日から同年 10 月１日まで 

    私は、昭和 35 年３月にＡ社（現在は、Ｂ社）に入社し、同社Ｃ工場

に勤務していたが、39 年４月から同社の企業内学校であるＤ学園で１

年間修学した。 

    昭和 40 年３月にＤ学園から前の職場である同社Ｃ工場に転籍となっ

たが、給与の変更は無かった。申立期間の標準報酬月額が１万 2,000 円

に引き下げられているが、同年の源泉徴収票などから考えると、当該月

額は間違いであり、申立期間の標準報酬月額は２万円と思われるので、

調査してほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によると、申立人のＡ社における標準報酬月額は、昭和

39 年４月から 40 年２月までは２万円と記録されているが、同社Ｃ工場に

おける資格取得時の同年３月から同年９月までの標準報酬月額は１万

2,000 円と記録されている。 

   しかし、Ｂ社が保管している「健康保険厚生年金保険被保険者資格取得

確認および標準報酬決定通知書」によると、申立人の昭和 40 年３月 26 日

の資格取得時の標準報酬月額は、２万円で決定されていることが確認でき

る。 

   これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人の主張する標準報酬月

額に係る届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の「健康保険厚生年金

保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」から、２万円とす

ることが妥当である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7662 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成６年 12 月 10 日から７年１月５日までの期間につ

いて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録

を６年 12 月 10 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 44 万円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主が申立人の当該期間に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   また、申立期間のうち、平成７年１月５日から同年２月 16 日までの期

間について、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、

申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の

当該期間に係る標準報酬月額を 44 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年 12 月 10 日から７年１月５日まで 

             ② 平成７年１月５日から同年２月 16 日まで 

    私は、平成６年 12 月 10 日にＡ社にＢ部長として入社したが、入社当

初から給料の遅配があったため、翌年の２月 15 日に退社した。その期

間の給料は、総額で 45 万円ほどだったので、厚生年金保険の資格取得

日と標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、雇用保険の加入記録から、申立人は、平成６年

12 月 10 日から、Ａ社に勤務していたことが認められる。 

   また、オンライン記録から、当該期間及びその前後の期間にＡ社におい

て被保険者記録が確認できる複数の元従業員について、その厚生年金保険

及び雇用保険の資格取得日を確認した結果、厚生年金保険の資格取得日と

雇用保険の資格取得日が一致している上、このうちの複数の者が自身の入

社日を記憶しているところ、その記憶する入社日は、それぞれの厚生年金



                      

  

保険の資格取得日と一致していることから、同社では厚生年金保険と雇用

保険の被保険者資格を同時に取得させる取扱いであったことがうかがえる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①の厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、Ａ社は既に解散しており、これを確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

   申立期間②について、オンライン記録によると、申立人の当該期間に係

る標準報酬月額は、当初、44 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成７年４月 30 日より後の同

年５月 30 日付けで、遡って９万 8,000 円に訂正されている上、申立人を

除く 13 名についても、その標準報酬月額が遡って訂正されていることが

確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において標準報酬月額を

遡って減額訂正する合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認

められず、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た 44 万円に訂正することが必要である。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7663 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における厚生年金保険の資格喪失日は、平成３年 10 月５

日であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資

格の喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については 26 万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年９月 30 日から同年 10 月５日まで 

    私は、平成２年４月１日にＡ社に入社し、３年 10 月４日に退職する

まで継続して勤務していたが、厚生年金保険の被保険者記録を確認した

ところ、同社の資格喪失日が同年９月 30 日と記録されている。申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録から、申立人が、平成３年 10 月４日までＡ社に継

続して勤務していたことが認められる。 

   また、オンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の

資格喪失日は、当初、平成３年 10 月５日と記録されていたところ、同社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（同年９月 30 日）より後の

同年 12 月７日付けの処理により、同年 10 月１日の定時決定の記録が取り

消された上で、遡って同年９月 30 日に訂正されていることが確認できる

ほか、申立人を除く 26 名についても、資格喪失日が遡って同年９月 30 日

と記録されていることが確認できる。 

   さらに、Ａ社の履歴事項全部証明書によると、同社が申立期間において

法人の事業所であったことが確認できることから、同社は、厚生年金保険

法に定める適用事業所としての要件を満たしていたものと判断される。 

   これらを総合的に判断すると、申立人について、平成３年９月 30 日に

遡って被保険者資格を喪失した旨の訂正処理を行う合理的な理由は見当た



                      

  

らず、当該訂正処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、

申立人の資格喪失日は、当初、事業主が届け出た同年 10 月５日であると

認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、当該訂正処理前の記録から

26 万円とすることが妥当である。

 



 

  

神奈川国民年金 事案 6666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 52 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 52年１月まで 

    年金事務所で国民年金保険料納付記録の照会を行ったところ、昭和 43 年

10 月３日から 48 年８月１日までの被保険者記録が判明したが国民年金保

険料の納付は確認できなかった。Ａ区に在住していた 36 年４月から 52 年

１月まで、国民年金に加入し保険料を支払っていたはずであり、Ｂ施設が

廃止され解体工事が行われていた頃に改修工事をしていた区役所に国民健

康保険料と一緒に国民年金保険料を納付していたと記憶もあるので調査を

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 36 年４月から 52 年１月までの期間について、時期は忘れ

てしまったが、当時の居住地を管轄している役所で国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料は、改修工事中の区役所に国民健康保険料と一緒に納付

していたと主張しているが、申立人は、保険料の納付時期及び納付金額につ

いては覚えておらず、その夫も、申立期間当時の国民年金については、妻任

せであったので詳細は分からないとしていることから、申立期間の保険料の

納付状況が不明である。 

   また、申立人の国民年金の加入手続が行われた時期は、国民年金手帳記号

番号払出簿及び申立人の国民年金手帳記号番号の前後の番号が付番された任

意加入被保険者の資格取得日から、昭和 44 年１月上旬と推認され、かつ、別

の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる形跡も見当たらないこと

から、同年同月上旬に、夫の厚生年金保険被保険者資格喪失日後の 43 年 10

月３日に遡って、初めて国民年金加入記録が作成されていることが確認でき、

申立期間のうち 36 年４月から 43 年 9 月までの期間は、国民年金の未加入期



 

  

間であり、国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料を国民健康保険料と一緒に

区役所に納付したとしているが、申立人の夫は、申立期間の大半は、厚生年

金保険被保険者であることが確認でき、申立人の夫は、｢申立期間は、自分の

給与で生活していた。妻は、基本は専業主婦であった。｣と供述しているとこ

ろから、申立人は夫から扶養されていたと推認され、国民健康保険に加入し

ていたとは考え難く申立人の主張と一致しない。 

   加えて、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7664 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 大正３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 27 年８月１日から 28 年３月１日まで 

             ② 昭和 34 年６月 10 日から 37 年６月 20 日まで 

             ③ 昭和 38 年７月１日から 39 年５月１日まで 

             ④ 昭和 42 年８月１日から 43 年１月５日まで 

    私は、Ａ事務所、Ｂ事務所（現在は、Ｃ事務所）及びＤ事務所に継続

して勤務し、在職中は厚生年金保険に加入していたにもかかわらず、年

金記録がつながっていないのはおかしい。調査の上、申立期間について、

厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ事務所は、申立人の夫を事業主とする事務所で

あり、当該期間当時、同事務所に在籍していた職員の証言から申立人が同

事務所に勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ａ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

同事務所が厚生年金保険の適用事務所となった昭和 27 年８月１日に資格

を取得した者は、申立人の夫と同僚６名のみとなっており、申立人の氏名

は無い。 

   また、上記被保険者名簿によると、申立人が被保険者資格を取得したの

は、昭和 28 年３月１日であり、当該取得に係る申立人の厚生年金保険の

記号番号は、厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿により同僚２名と

共に連番で払い出されていることが確認できる。 

   さらに、連絡先の確認できた同僚からも当該期間に申立人の給与から厚

生年金保険料を控除されていたことを確認できる証言は得られなかった。 

   申立期間②について、申立人は、Ａ事務所で資格を喪失後、継続してＢ



                      

  

事務所で勤務していたと主張している。 

   しかし、当該期間について、Ｂ事務所が厚生年金保険の適用事業所とな

ったのは昭和 36 年 12 月９日であり、同日より前の期間については、同事

務所は適用事業所となっていない。 

   また、Ｂ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で確認できる

被保険者のうち、連絡先の分かった同僚に照会したが、申立人が同事務所

で資格を取得した昭和 37 年６月 20 日より前の期間の在職及び申立人が厚

生年金保険の被保険者となる雇用形態であったか否かについて証言を得る

ことはできなかった。 

   さらに、上記被保険者名簿において、Ｂ事務所が厚生年金保険の適用事

業所となった昭和 36 年 12 月９日に資格を取得した者は５名いるが、この

中に申立人の氏名は無く、申立人が資格を取得したのは、37 年６月 20 日

である上、当該取得に係る申立人の厚生年金保険の記号番号は、厚生年金

保険被保険者台帳記号番号払出簿により同年７月 26 日に払い出されてい

ることが確認できる。 

   加えて、Ｃ事務所は、当時の資料を保管していないことから、申立人の

厚生年金保険の加入については不明である旨回答している。 

   なお、申立期間②について、申立人は、Ａ事務所、Ｂ事務所及びＤ事務

所は、実質、夫が経営していた事務所であることから、これらの事務所の

いずれかに継続して勤務していた旨主張しているところ、当時、適用事業

所であったＡ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、申立

人の氏名は確認できず、Ｄ事業所については、適用事業所となっていない。 

   申立期間③について、申立人は、当該期間はＤ事務所で勤務しており、

Ｂ事務所とＤ事務所は関連事務所であったことから、両事務所間は継続し

ているはずであり、厚生年金保険被保険者期間が欠落しているのはおかし

いと主張している。 

   しかし、Ｄ事務所は、昭和 38 年９月２日に健康保険及び厚生年金保険

の任意包括適用事業所となったことが確認できることから、当該期間のう

ち同年７月１日から同年９月２日までの期間は、同事務所は厚生年金保険

の適用事業所とはなっていない上、同事務所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿で確認できる被保険者のうち、連絡先の分かった同僚に照会

したが、オンライン記録において、申立人が同事務所で資格を取得した

39 年５月１日より前の期間について、申立人の在職及び厚生年金保険の

被保険者となる雇用形態であったか否かの証言を得ることはできなかった。 

   また、上記被保険者名簿によると、昭和 38 年９月２日に資格を取得し

た者は 23 名いるが、この中に申立人の氏名は無く、申立人が資格を取得

したのは 39 年５月１日である上、申立人の厚生年金保険の記号番号は、

厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿により同年５月 16 日に払い出



                      

  

されていることが確認できる。 

   なお、申立人は、Ｄ事務所の前にＢ事務所で厚生年金保険被保険者とな

り、昭和 38 年７月１日に同資格を喪失しているが、同事務所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿において、社会保険事務所（当時）が同事

務所から資格喪失の届出を受け付けた際の届受番号が記載されているとこ

ろ、申立人はほかの複数の被保険者と同一の届受番号で処理されているこ

とが認められる上、同一届受番号の被保険者は、全員、申立人と同じ同年

７月１日に資格を喪失していることが確認できることから、申立人の同事

務所における資格喪失日は同年７月１日であったと認められ、同名簿上、

資格喪失の処理に不適切な事務処理があったことはうかがえない。 

   申立期間④について、申立人は、Ｄ事務所において途中退職したことは

なく継続して勤務していたと主張している。 

   しかし、Ｄ事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿で被保険者

記録が確認できる同僚に対して調査を行ったが、申立人が当該期間の前後

の期間と継続して同事務所に在職し、厚生年金保険の被保険者となる雇用

形態で雇用されていたことを確認できる証言は得られなかった。 

   また、上記被保険者名簿において、申立人は、昭和 42 年８月１日に厚

生年金保険被保険者資格を喪失しているが、申立人と同じ届受番号である

被保険者についても、同日に資格を喪失していることが確認できる。 

   さらに、上記被保険者名簿において、申立人は、昭和 43 年１月５日に

当該事務所において新たに健康保険整理番号が付番され、被保険者資格を

再度取得していることが確認できる上、申立人の資格の取得及び喪失に関

する不適切な事務処理はうかがえない。 

   このほか、申立人の申立期間①から④までにおける厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①から④までに係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7665（事案 5451 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年 10 月６日から同年 12 月９日まで 

             ② 昭和 46 年５月３日から同年 10 月 10 日まで 

    申立期間①はＡ社の船舶Ｂに、申立期間②はＣ社の船舶Ｄに乗船し、

船員保険料が控除されていたにもかかわらず、船員保険の加入記録が無

いのはおかしいため、船員保険の被保険者として認めてほしいと申し立

てたが、第三者委員会から年金記録の訂正は必要でない旨の通知があっ

た。 

    今回、Ａ社の元事業主が文書を書いてくれた。また、船舶Ｂ及び船舶

Ｄに乗船していた同僚の情報を思い出したため、再度調査を行った上で、

申立期間について船員保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②について、ⅰ）申立人の船員手帳の記録から、申立人

がＡ社の船舶Ｂに昭和 44 年 10 月６日に雇い入れられ、同年 12 月９日に

雇止めされていることが、また、Ｃ社の船舶Ｄに 46 年５月３日に雇い入

れられ、同年 10 月 10 日に雇止めされていることが確認できるが、申立人

はＥ社において 43 年６月 19 日から 46 年 11 月 26 日まで継続して船員保

険の被保険者となっている上、Ａ社及びＣ社に係る船員保険被保険者名簿

に申立人の名前は無く、同名簿には、申立人の資格取得の届出が両社から

出されたことがうかがえる取消記録なども無いこと、ⅱ）申立人は、Ａ社

及びＣ社は、当時、申立人がＥ社において船員保険の被保険者となってい

たことを知らなかったのであるから、両社は当然、資格取得の届出を行う

はずである旨主張しているが、仮に両社が申立人に係る資格取得の届出を

行っていたのであれば、当該期間において、申立人は、船員保険法により、



                      

  

両社において船員保険の被保険者となり、同法による船員では無くなった

Ｅ社の資格は喪失していたこととなっていたと考えられること、ⅲ）Ａ社

及びＣ社の元事業主は、申立人の両社における船員保険被保険者資格の取

得及び喪失の届出に関する資料を保管しておらず、Ｅ社の被保険者である

期間に両社の被保険者として重複して加入していたとする申立人の主張を

確認することができないこと、ⅳ）申立人は、船員手帳の雇用契約の記載

を各申立期間における船員保険の被保険者期間の根拠としているが、船員

保険被保険者記録の資格取得日及び資格喪失日と、船員手帳の雇入日及び

雇止日は必ずしも一致しているものではなく、船員手帳に記載されていな

い期間においても船員保険の被保険者となっていることが確認できること

から、船員手帳に記載されている雇入期間をもって、船員保険の被保険者

期間の根拠とすることはできないことを理由として、既に当委員会の決定

に基づく平成 23 年３月 30 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てに当たり、申立期間①については、船舶Ｂに乗

船していた同僚の職種や当時の年齢等について思い出したこと、及びＡ社

の元事業主から自身が船員保険の被保険者であった旨の証明をしてもらえ

ることができたこと、また、申立期間②については、船舶Ｄに乗船してい

た同僚の職種や当時の年齢等について思い出したことから、再度調査をし

て記録を認めてほしいと主張している。 

   申立期間①について、Ａ社の元事業主は、当該期間に係る申立人の船員

保険料は納付した旨の文書を提出している。 

   しかしながら、当該文書について、Ａ社の元事業主は、「破棄してほし

い。」と文書にて申し出ている上、元事業主の息子は、「申立人から再三

の依頼があり、海員組合員であれば、通常は船員保険に加入させていただ

ろうと考え、資料が無いながらも証明書を出した。しかしながら、ほかの

会社で船員保険に加入しながら当社でも加入させるということはありえな

い。」と言及している。 

   また、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿から、申立人の同僚と思われる

被保険者のうち、連絡先が分かった者に同僚照会を行ったが、申立人を記

憶する者はおらず、申立人の船員保険の加入について証言は得られなかっ

た。 

   申立期間②について、Ｃ社に係る船員保険被保険者名簿から、申立人の

同僚と思われる被保険者のうち、連絡先が分かった者に同僚照会を行った

が、このうち申立人を記憶していた同僚一人は、申立人は他社に所属しな

がら船舶Ｄに乗船していたはずであると証言している。 

   また、Ｃ社の元事業主に対して、再度、申立人を船員保険被保険者とし

て取り扱っていたかどうかを照会したが、資料の保管が無いことから不明



                      

  

である旨の回答であった。 

   これらは、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、

このほかに、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7666 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年 10 月 31 日から 53 年６月１日まで 

    私は、昭和 51 年 11 月 15 日から 54 年２月 23 日までの期間において、

Ａ社及び同社が社名変更したＢ社に継続して勤務していたが、厚生年金

保険の記録では、Ａ社において 52 年 10 月 31 日に資格喪失、Ｂ社にお

いて 53 年６月１日に資格取得となっており、申立期間が被保険者期間

となっていない。 

    申立期間当時、会社名がＡ社からＢ社に変わったが、社長や従業員に

変更は無く、会社は継続して営業していた。また、社名変更に伴い、私

の勤務形態や業務内容が変わることも無かったので、被保険者期間が欠

落するのはおかしい。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述及び雇用保険の記録から、申立人は、申立期間におい

てＡ社又はＢ社に継続して勤務していたことが認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は昭和 52 年 10 月 31 日

に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている上、Ｂ社は 53 年６月１

日に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間においては、いず

れも適用事業所ではなかったことが確認できる。 

   また、オンライン記録によると、申立人と同様、事業主を含む５名が、

Ａ社において昭和 52 年 10 月 31 日に資格喪失し、Ｂ社において 53 年６月

１日に資格取得しており、いずれも申立期間については厚生年金保険の被

保険者期間となっていない。 



                      

  

   さらに、上記５名のうち１名は、「当時、会社から、Ａ社が厚生年金保

険から脱退した後、Ｂ社として厚生年金保険の適用事業所となるまでの間、

被保険者期間が欠落する旨の説明を受けた。この期間については、給与か

ら厚生年金保険料は控除されていなかった。」と供述している。 

   加えて、当時の事業主は、「当時の資料は保管していない。」としてお

り、申立人に係る人事記録及び給与関係書類等を確認することはできない

上、申立人も、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7667 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 29 年１月４日から 30 年５月１日まで 

             ② 昭和 30 年８月１日から 40 年 11 月 30 日まで 

             ③ 昭和 41 年 11 月１日から 43 年 11 月１日まで 

    ねんきん特別便を見たところ、私の年金記録が、Ａ社に勤務した申立

期間①及び③とＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険被保険者記録

が無いことを知った。 

    社会保険事務所（当時）で年金記録を確認してもらったところ、脱退

手当金を２回支給したことになっていると言われたが、受け取った記憶

が無い。 

    ２回目に支給したとされている日は、長女を出産した直後であり、受

け取れるはずがないし、出産後も働く意思があったので、年金としても

らうつもりでいた。 

    調査の上、申立期間の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間の脱退手当金は、申立期間①及び②に係るものと、申立期間③

に係るものの２回にわたり支給されたと記録されているところ、２回とも

申立人の意思に反して請求されているというのは考え難い。 

   また、申立期間②及び③に係る申立人の被保険者原票には、脱退手当金

の支給を意味する「脱」の表示が記されているとともに、いずれの申立期

間とも、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間②及び③に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日からいずれも４か月以

内に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人の被保険者番号は、申立期間①及び②は同一番号で管理



                      

  

されているにもかかわらず、申立期間③は別番号となっており、また、申

立期間③の後の事業所における番号も申立期間③とは別番号となっており、

脱退手当金を受給したために番号が異なっているものと考えるのが自然で

ある上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7668 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月 15 日から同年９月頃まで 

    私は、申立期間においてＡ社に勤務していたが、厚生年金保険の被保

険者期間となっていない。 

    Ａ社は、Ｂ業務を行う会社で、当時、私は、同社の近所に住んでいた。

直接、同社に出向いて、雇ってくれるよう頼んだところ、Ｃ職に採用し

てくれた。 

    最初の１か月間ぐらいは、上司の下についていたが、その後は一人で

仕事をするようになった。 

    当時、私が正社員として雇われていたのかはよく分からないが、Ａ社

に勤務したことは間違いないので、調査の上、申立期間を被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社における業務内容を具体的に記憶しているが、同社の複

数の同僚に照会したものの、申立人が、申立期間において同社に勤務して

いたことを確認できる具体的な供述を得ることはできなかった。 

   また、複数の同僚が、「当時、Ｃ職の中には、正社員以外の従業員がい

た。」としており、そのうちの１名は、「正社員以外の従業員は、厚生年

金保険に加入していなかった。」と供述している。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の事業主は既に死亡しているため、申立人に係る人事記録及び給与関係

書類等を確認することはできない上、申立人も、申立期間における勤務実

態及び厚生年金保険料の控除について確認できる給与明細書等の資料を所

持していない。 



                      

  

   このほか、申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7669 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年９月１日から平成２年２月１日まで 

    私は、昭和 59 年９月１日から平成２年１月 31 日までの期間において

Ａ社から現在のＢ社にＣ職として派遣されていたが、申立期間の厚生年

金保険被保険者記録が無い。給与明細書等は残っていないが、月に数回、

Ａ社に経費明細書等を提出しに行っており、在籍していたことは間違い

ないので、調査の上、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が同僚として名前を挙げた者の証言から、期間は特定できないも

のの、申立人がＡ社に在籍していたことはうかがえる。 

   しかしながら、オンライン記録において、Ａ社は、厚生年金保険の適用

事業所として見当たらない。 

   また、Ａ社があったと申立人が記憶する所在地を管轄する法務局におい

て商業登記の記録も確認できないことから、申立人の申立期間における勤

務実態及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

   さらに、上記同僚は、「私は、個人事業主としてＡ社と取引していたの

で同社と直接の雇用関係は無く、同社の事務手続や、申立人の厚生年金保

険の加入状況までは分からない。」と回答している。 

   加えて、申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は確認できない。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



                      

  

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7670 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月５日から 38 年８月 16 日まで 

    私は、昭和 30 年４月６日から 46 年６月 30 日までの期間においてＡ

事業所に継続して勤務していたが、申立期間が厚生年金保険被保険者と

なっていない。同事業所を退職した時に、事業主から感謝状を授与され

ており、当該感謝状には 16 年間勤務した旨の記載もある。調査の上、

申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人がＡ事業所を退職した時に事業主から授与された感謝状、Ｂ事業

所から提出のあった申立人に係る「Ｃ施設従業員登録票」及び雇用保険の

加入記録から、申立人が昭和 30 年４月６日から 46 年６月 30 日までの期

間においてＡ事業所に継続して勤務していたことが確認できる。 

   しかしながら、上記従業員登録票において、申立人は、Ａ事業所に在籍

していた昭和 37 年３月５日から業務外疾病による無給休暇を取得してい

たことが確認できる。 

   また、Ｂ事業所では、上記従業員登録票において、申立人の無給休暇終

了時期に関する記載が無いことから、復職日に関しては不明であると回答

しているところ、申立人は、昭和 37 年頃から疾病により約２年間、Ａ事

業所を欠勤し、療養していたと述べている。 

   さらに、Ｄ健康保険組合の記録において、申立人は、昭和 37 年３月５

日に健康保険被保険者資格を喪失していることが確認できるところ、Ａ事

業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び同原票において、申立

人は、同年３月５日に厚生年金保険被保険者資格を喪失後、38 年８月 16

日に同資格を再度取得していることが確認でき、オンライン記録と一致し



                      

  

ている。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7671 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年４月１日から 53 年４月１日まで 

    私は、申立期間において正社員としてＡ社に勤務していたが、厚生年

金保険の記録では、申立期間が被保険者となっていない。 

    当初は、Ａ社Ｂ店において約半年間、Ｄ職見習として勤務し、同店の

閉鎖に伴い同社Ｃ店に異動してＤ職担当となった。 

    Ａ社Ｂ店の店長、同僚の名前を覚えている。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人が挙げ

る同僚のうち、複数の者の名前が確認できることから、期間は特定できな

いものの、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、元事業主及び複数の元従業員が、「当時、正社員だけが

厚生年金保険に加入しており、アルバイトは加入していなかった。」と供

述しているところ、複数の同僚に照会したものの、申立人を記憶している

者はおらず、申立人が正社員であったことを確認することができない。 

   また、申立人は、同期入社で、同じ業務をしていた同僚の名前を挙げて

いるが、上記の被保険者名簿において、当該同僚の名前は見当たらない。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、元

事業主は、「申立期間に係る資料は保存していない。」と回答しているた

め、申立人に係る人事記録及び給与関係書類を確認することができない上、

申立人も、申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控除について

確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 



                      

  

   このほか、申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7672 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21 年６月頃から 24 年２月１日まで 

    私は、昭和 21 年６月頃、義兄の紹介によりＡ社に入社し、25 年 12

月まで継続して勤務していた。Ｂ職だった。 

    しかし、厚生年金保険の記録では、Ａ社において昭和 24 年２月１日

に資格取得となっており、申立期間が被保険者期間となっていない。 

    当時、小学生だった甥
おい

は、私が申立期間においてＡ社に勤務していた

ことを記憶している。 

    調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の甥
おい

及び複数の同僚の供述から、期間は特定できないものの、申

立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、複数の同僚が回答する自身の入社日と厚生年金保険の資

格取得日は一致しておらず、このうち１名は、「入社後、試用期間があっ

た。」と供述していることから、当時、Ａ社においては、入社後すぐには

厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがわれる。 

   また、入社後、厚生年金保険に加入するまでの期間において、給与から

厚生年金保険料が控除されていたことをうかがわせる供述を得ることはで

きなかった。 

   さらに、申立人が、自身よりも少し前に入社したとして挙げた同僚は、

「私の方が、申立人より少し前に入社した。」と供述しているところ、オ

ンライン記録によると、Ａ社における資格取得日は、当該同僚が昭和 23

年 11 月５日、申立人が 24 年２月１日となっているほか、当該同僚は、同



                      

  

社に８年間勤務したと回答しているところ、資格喪失日から判断すると、

資格取得日より前の 22 年には入社していたことがうかがわれるなど、上

記の供述と符合している。 

   加えて、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、事

業主も死亡しているため、申立人に係る人事記録及び給与関係書類等を確

認することはできない上、申立人も、申立期間における勤務実態及び厚生

年金保険料の控除について確認できる給与明細書等の資料を所持していな

い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7673 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、昭和 47 年９月１日から同年 10 月 12 日までの期間に

ついて、申立人は、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

   また、申立期間のうち、昭和 49 年５月１日から同年８月１日までの期

間について、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47 年９月１日から同年 10 月 12 日まで 

             ② 昭和 49 年５月１日から同年８月１日まで 

    私は、昭和 47 年９月１日から 56 年８月 30 日までの期間においてＡ

社に勤務していた。しかし、厚生年金保険の記録によると、申立期間①

が厚生年金保険被保険者期間となっていない。 

    また、Ａ社がＢ地区からＣ地区へ移転した直後の申立期間②の標準報

酬月額の記録が、実際に支給されていた給与額に比べ、低額となってい

る。 

    調査の上、申立期間①を厚生年金保険の被保険者期間として認めると

ともに、申立期間②の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、Ａ社には昭和 47 年９月１日に入社し、

同年９月７日頃には、健康保険被保険者証の交付を受けたと述べている。 

   しかし、雇用保険の加入記録によると、申立人のＡ社における資格取得

日は昭和 47 年 10 月 12 日となっており、オンライン記録と符合する。 

   また、複数の同僚の厚生年金保険の資格取得日は、雇用保険の資格取得

日と同日、又は雇用保険の資格取得日の約１か月後となっていることが確

認できる。 

   さらに、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当



                      

  

時の事業主も既に死亡していることから、申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料控除について確認することができない。 

   加えて、申立人が同僚として名前を挙げた者を含むＡ社の元従業員に文

書照会したものの、申立人の当該期間における勤務実態及び厚生年金保険

料控除をうかがえる証言を得ることができなかった。 

   このほか、申立人は、当該期間における厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持して

おらず、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認

めることはできない。 

   申立期間②について、申立人は、「当時、Ａ社本社がＢ地区からＣ地区

に移転しただけで、給与支給額に変動は無かった。また、同年４月に昇格

したので報酬月額が下がるはずがないにもかかわらず、当該期間の標準報

酬月額が減額となっているのはおかしい。」と述べている。 

   しかし、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当

時の事業主も既に死亡していることから、申立人の主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料控除額について確認することができない上、同僚

調査においても、申立人の当該期間における厚生年金保険料控除額をうか

がえる証言は得られなかった。 

   また、オンライン記録により、当該期間においてＡ社の厚生年金保険被

保険者となっている元社員の標準報酬月額の推移について調査したところ、

申立人と同様に標準報酬月額が当該期間直前と比較して減額となっている

者が複数いることが確認でき、申立人の標準報酬月額の推移がほかの同僚

と比較して不自然であるとまでは言えない。 

   さらに、Ａ社の申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録

は、オンライン記録と一致している上、標準報酬月額が遡って訂正されて

いるなど不自然な事務処理が行われた形跡は見当たらない。 

   加えて、申立人は、主張する報酬月額及び厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持し

ていない。 

   このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控

除額について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事情及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7674 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56 年２月頃から 58 年１月 20 日頃まで 

    Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた申立期間が、厚生年金保険被保

険者期間となっていない。同社に勤務していた当時、給与から厚生年金

保険料を控除されていた記憶がある。調査の上、申立期間を厚生年金保

険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたと述べているところ、

雇用保険の加入記録では、申立人は、昭和 56 年 10 月１日から 58 年２月

28 日までの期間について、同社に係る雇用保険被保険者となっていたこ

とが確認できる。 

   しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は昭和

50 年４月 29 日に厚生年金保険の任意包括適用事業所でなくなっており、

申立期間当時は厚生年金保険の適用事業所となっていないことが確認でき

る。 

   また、Ａ社が厚生年金保険の任意包括適用事業所でなくなった昭和 50

年４月 29 日に同社の被保険者資格を喪失し、申立期間当時まで引き続き

同社で勤務していた複数の元社員は、「Ａ社から昭和 50 年４月頃に厚生

年金保険の適用事業所でなくなる旨の説明を受け、これに同意した。」と

供述している。 

   さらに、商業登記簿謄本から、Ａ社は商号をＢ社に変更していることが

確認できるが、オンライン記録では、同社は厚生年金保険の適用事業所と

なっておらず、同社の所在地も不明である上、Ａ社の元事業主も連絡先が

不明であることから、申立人の申立期間当時の厚生年金保険料の控除につ



                      

  

いて確認することができない。 

   加えて、申立人はＡ社で一緒に勤務した上司及び同僚の氏名を姓のみし

か記憶しておらず、オンライン記録において該当者を特定することができ

ないことから、申立期間における厚生年金保険料の控除について確認する

ことができない。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7675 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年３月１日から 48 年５月１日まで 

    私は、昭和 47 年３月に友人の紹介でＡ社に入社し、48 年４月に退職

するまでＢ社Ｃ事業所に派遣され、Ｄ職として勤務していた。しかし、

厚生年金保険の記録によると、申立期間が被保険者期間となっていない

ので、調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間においてＡ社に勤務していたと述べているが、当該

名称の事業所が複数存在するところ、申立人は、同社の所在地、事業主及

び同僚の氏名を記憶していないため、申立てに係る事業所を特定すること

ができない。 

   また、複数のＡ社という名称の事業所に照会したものの、申立人が勤務

していたと回答した事業所は無い。 

   さらに、雇用保険の記録によると、申立人の申立期間における記録が無

い。 

   加えて、申立人は、申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料を

所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7676（事案 5963 の再申立て） 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28 年５月 21 日から 29 年９月６日まで 

    私がＡ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険被保険

者記録が欠落している。同社に合併される前のＢ社に入社し、合併後も

継続してＡ社に勤務していた。調査の上、申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間において、Ａ社の厚生年金保険被保険者となっている者は、既

に死亡又は連絡先不明のため、証言を得ることができず、申立人の申立期

間における勤務実態を確認することができないこと、申立人が名前を挙げ

た複数の同僚は、申立期間において、同社の厚生年金保険被保険者となっ

ていないこと、また、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

申立人は、昭和 27 年９月 21 日に同社の被保険者資格を取得し、28 年５

月 21 日に資格喪失した記録が確認でき、オンライン記録と一致する上、

申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる資料が無いこ

となどとして、既に当委員会の決定に基づく平成 23 年６月 29 日付けで、

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   今回の再申立てにおいて、申立人は勤務実態を示す資料として新たに申

立期間当時、申立人が同僚らと一緒に写したとする写真を提出したが、上

記の写真では、撮影した年月日を特定できない上、申立人が当時、同僚と

する元社員は既に死亡しているため、証言を得ることができないことから、

申立人の申立期間に係る勤務実態について確認することができない。 

   このほかに、申立人から厚生年金保険料の控除を示す新たな資料の提出

や周辺事情も無く、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当た

らないことから、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7677 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35 年 10 月１日から 38 年４月１日まで 

             ② 昭和 38 年６月１日から 39 年４月１日まで 

    私は、昭和 35 年 10 月１日から 40 年３月 31 日までの期間において、

Ａ社に継続して勤務していたにもかかわらず、申立期間①及び②が厚生

年金保険被保険者期間となっていないので、申立期間①及び②を被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①及び②において、申立期間後に勤務したＢ社（現在は、Ｄ

社）が保管している申立人に係る履歴書及び同僚の証言等により、申立人

がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は昭和

38 年４月１日から同年６月１日までの期間及び 39 年４月１日から 40 年

12 月１日までの期間は厚生年金保険の適用事業所となっているものの、

申立期間①及び②においては適用事業所となっていない。 

   また、申立人は、Ａ社の従業員数は 10 数名であったと述べているとこ

ろ、上記事業所別被保険者名簿から、代表取締役を含む全被保険者 11 名

については、被保険者期間が昭和 38 年４月１日から同年６月１日までの

期間となっていることが確認できる上、同社がＣ市に移転した後に新規適

用事業所となった 39 年４月１日に上記 11 名のうち５名を含む 13 名につ

いて被保険者資格を取得しており、申立人の申立期間①及び②において同

社に被保険者記録のある者はいない。 

   さらに、Ａ社の商業登記簿謄本に記載されている代表取締役及び取締役

は既に死亡しており、申立人の申立期間①及び②に係る保険料の控除につ



                      

  

いて確認することができない。 

   加えて、申立人は、厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料を所持していない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除を

うかがわせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7678 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年４月頃から 47 年４月頃まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間が、厚生年金保険被保険者期間となって

いない。私は、昭和 46 年４月に大学二部へ入学したと同時に同社に入

社した。雇用形態はアルバイトであったと思うが、同社で勤務したこと

に間違いなく、調査の上、申立期間について、厚生年金保険被保険者期

間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、Ａ社の事業主として名前を挙げた者は、「私は、Ａ社の社長

を務めたことがある。申立人の在籍期間は分からないが、申立人が同社に

勤務していたことは覚えている。」と証言していることから、期間は特定

できないものの、申立人が同社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、オンライン記録によると、Ａ社は、昭和 59 年８月１日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間当時は適用事業所と

なっていないことが確認できる上、申立人の同社における雇用保険の加入

記録も見当たらない。 

   また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった当時の事業主は、既に

死亡しており、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認することができない。 

   さらに、Ａ社は、平成 21 年２月 28 日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっていることから、同社の親会社であったＢ社に、申立期間当時のＡ

社の厚生年金保険の適用及び申立人の給与からの厚生年金保険料控除につ

いて照会したが、同社は、「申立期間当時のＡ社の状況については、不明

である。」と回答している。 



                      

  

   加えて、Ｂ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和

46 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得した者のうち、連絡先

の判明した 26 人に、申立人のＡ社における勤務実態及び同社における厚

生年金保険の適用について照会したところ、17 人から回答を得たが、い

ずれの者からも申立人の同社における勤務実態及び同社における厚生年金

保険の適用をうかがえる証言を得ることができなかった。 

   このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていることを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除をうかがえる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7679 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ：  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年１月 20 日から 52 年９月 29 日まで 

    昭和 34 年１月に、Ａ社を退職して 52 年９月までの期間において、Ｂ

社に勤務していたことがあるにもかかわらず、年金事務所では同社の厚

生年金保険被保険者記録の確認ができなかったので調査をしてほしい。 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間中にＢ社に勤務していたことがあると主張している

が、同社は既に解散しており、労働者名簿や社員名簿等が無く、申立人の

申立期間当時の雇用形態及び勤務実態を確認することができない。 

   また、Ｂ社の清算人が保管していた申立期間当時の健康保険台帳及び失

業（雇用）保険台帳を確認したものの、申立人の氏名の記載は無い。 

   さらに、Ｂ社が加入していたＣ厚生年金基金において、申立人の加入記

録は無く、Ｄ健康保険組合へも照会したが、申立期間当時の記録は保存し

ていないとの回答であった。 

   加えて、Ｂ社に係る事業所別被保険者名簿において、申立期間に係る整

理番号＊番（昭和 34 年１月５日資格取得）から同＊番（昭和 52 年 12 月

17 日資格取得）までの被保険者資格取得者の中には、申立人の氏名は確

認できず、欠番も無い。 

   このほか、申立人のＢ社に係る雇用保険の被保険者記録は確認できない

上、申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる資料を所持しておらず、申立人の申立

期間における厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



                      

  

神奈川厚生年金 事案 7680 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年４月１日から同年９月１日まで 

    私は、昭和 45 年３月に専門学校を卒業後、Ａ社で勤務した。しかし、

年金記録を見ると同社に勤務していた期間の厚生年金保険被保険者記録

が無い。確かに勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の記憶するＡ社の所在地が、同社の閉鎖登記簿謄本の記載内容と

一致することから、期間は特定できないものの、申立人が同社に勤務して

いたことは推認できる。 

   しかし、Ａ社は、昭和 46 年３月 17 日に厚生年金保険の適用事業所とな

っており、申立期間当時は適用事業所となっていないことが確認できる。 

   また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 46 年３月 17 日に

被保険者資格を取得した同僚は、同社で 45 年１月頃から勤務していたが、

46 年３月 17 日よりも前の期間については厚生年金保険には加入しておら

ず、厚生年金保険料は控除されていなかったと思う旨述べている。 

   さらに、上記閉鎖登記簿謄本に記載されている代表取締役は、既に死亡

しており、そのほかの役員についても死亡又は連絡先が不明であり、これ

らの者から証言を得ることができない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が厚生年金保険の被保険者として

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とを認めることはできない。 


